
【適時開示の社内体制図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

決定事実・発生事実・決算情報 

執行役員・ユニット（室）長・店長 
グループ会社社長 

業務執行取締役 

情報取扱責任者 

代表取締役社長 
取締役会 

情報開示部署 
経営企画室、財務チーム 

証券取引所 
適時開示情報システム（TDnet） 

報告 

（決定事実） 
（発生事実） 
（決算情報） 

付議 協議 （緊急性のある 
発生事実） 

開示指示 

事後報告 

決議 
開示指示 

報告・協議 

開示後、当社ウェブサイトにおいても速やかに公開する 


